
  

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 資料集
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資料１  イノベーションの創出に向けた産学官連携の戦略的な展開に向けて（審議のまとめ）（概要） 

 

 

Ⅰ 今後の産学官連携についての基本的な考え方 

 

○ 厳しい国際競争の中、独創的な研究成果からイノベーションを創出していくこと

を求められている我が国にとって、産学官連携は、その実現のための重要な手段。 

○ 各大学等においては、競争的な環境の中で自らの選択に基づいて特色ある教育・

研究を行う中で、産学官連携活動についても、教育・研究と新たな社会価値の創

造の三要素についてバランスの取れた一体化を図る視点に立ち、それぞれが定め

る使命に即して、主体的かつ多様な取組を、戦略的に展開することが必要。 

○ このため、各大学等がそれぞれ全体の経営を考える中で、主体的に産学官連携に

ついての中長期的な戦略を立てて展開していくことが肝要。 

○ 国は、各大学等がおかれている多様な特性や環境等を踏まえ、その戦略的な取組

を必要に応じて支援することにより、国全体の産学官連携の質の向上を図ること

を基本とすべき。 

 

Ⅱ 産学官連携の現状と課題 

 

１．産学官連携のこれまでの実績と成果 

○ 大学等の努力やそれを支える制度改正、国による支援等により、各大学等の

知的財産体制整備は着実に進展。 

○ その結果、企業等と大学等との共同研究や受託研究が着実に増加し、大学等

からの特許出願件数や実施件数が増加。その中で優れた成功事例も創出。 

 

２．産学官連携の課題 

（１）共同研究等の実施についての課題 

○ 大規模な共同研究は増加していない。また産学の間で意識に隔たりあり。 

○ 特許出願件数に対し、特許の利用はそれほど進んでいない。 

 

（２）国際的な産学官連携活動についての課題 

○ 大学と海外企業との共同・受託研究件数は極めて少ない。 

○ 国際的な産学官連携活動を行うための体制は不十分。 
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 国際的な産学官連携活動として、以下の取組を行うことが重要。 

① 国際的に通用する知財人材の育成・確保 

② 国際法務機能の強化と紛争予防 

③ 国際産学連携・情報発信機能の強化 

④ 海外特許の戦略的な取得と出願支援の強化 

⑤ 地域の大学等を支援する産学官連携のためのネットワーク（場）の形成 

 

（４）研究分野に応じた産学官連携体制の構築 

 研究分野に応じて、以下のような体制の強化を行うことが重要。 

① ライフサイエンス分野の技術移転体制の強化  

② 研究成果有体物の管理・活用体制の整備 

③ 臨床研究の利益相反マネジメントの強化 

④ ソフトウエア等の活用の促進  

 

（５）事業化支援機能の強化 

○ 大学等発ベンチャー創出のためには、学生や教職員に対する起業に関する理

解・意識の向上、相談・支援要員の配置、インキュベーション施設の確保を含

む各種支援機能の充実が不可欠。 

○ さらに、大学等にベンチャービジネスに精通した人材を配置し、ベンチャー

支援機関等との連携体制の構築、シーズの評価、経営、資金等の事業化支援機

能の強化を行うことが考えられる。 

 

（６）地域における産学官連携体制の強化 

○ 大学等は、地方公共団体や公設試験研究機関や、地域の中小企業や地場産業

との連携の強化を行うことが重要。 

  

（７）知的財産基盤が脆弱な大学等の知的財産活動の強化 

○ 知的財産基盤構築の取組が進んでいない大学等においても、知財活動の強化

を図ることが不可欠。その際は、各大学等の特性、実態を考慮した体制を構築

することが重要。 

 

（８）多様な産学官連携体制の構築 

   大学等において、以下のような連携を構築することが重要。 

①国公私立の大学等間の連携やコンソーシアムの形成 

②ＴＬＯ機能の内部化や外部のＴＬＯとの連携強化 

③ＪＳＴなど外部組織の活用 
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（９）質を重視した戦略的な基本特許の取得 

○ 特許の質を重視し、応用範囲の広い基本特許となるような特許を戦略的に取

得していくことが重要。 

 

（10）大学等の知財人材の育成・確保 

○ 大学等において、自立的・効立的な知的財産活動に取り組むため、以下のよ

うな取組について検討し、内部専任人材を増強することが必要。 

①知財専門職員の採用・研修・人事ローテーション 

②知財専門職員に対する処遇（給与等）面でのインセンティブの付与 

③育成される若手知財専門職員への多様なキャリアパスの提示 

④指導者による徹底したグループ学習による指導等、効果的なＯＪＴの実施 

⑤体系的な学内研修、外部研修（海外研修を含む）への積極参加、企業や法律事

務所における実務研修など、実務能力を育成する効果的な人材育成 

⑥他大学等の職員に対する研修の実施等、機関の枠を超えた人材育成 

⑦大学の学部・大学院における知財教育と連携した人材育成 

 

２．国の支援の在り方 

○ 国は、大学等における産学官連携活動が失速することなく、その戦略が十全

に展開されるよう、各大学等において組織的・戦略的に行われる特色ある多様な

取組を支援し、産学官連携活動全体の質の向上を図る。 

○ その際、大学等の活動としては実施のリスクが高く、かつ、国として政策的

観点から積極的に促進すべき活動を重点的に支援することが重要。 

○ 具体的には、以下のような支援を行うことが必要。 

・①国際的な産学官連携体制の強化、②特定分野の知財管理・活用体制の強化、

③事業化支援体制の強化、など先進的な知的財産戦略を有する大学等の特色あ

る優れた取組を重点的支援。 

・地域における知的財産の管理・活用体制の強化、若手専門人材の育成・確保に

取り組む大学等への支援。 

・知的財産体制が脆弱な大学等の知的財産活動の支援。 

○ これらの取組を進めるため、各大学等に共通する課題、留意点、方策等に事

項についての調査、情報提供等を行うとともに、成功事例については広く周知。 
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科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会産学官連携推進委員会
審議のまとめ～イノベーションの創出に向けた産学官連携の戦略的な展開に向けて～

科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会産学官連携推進委員会科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会産学官連携推進委員会
審議のまとめ～イノベーションの創出に向けた産学官連携の戦略的な展開に向けて～審議のまとめ～イノベーションの創出に向けた産学官連携の戦略的な展開に向けて～

①各大学等における産学官連携の体制整備の取組により、共同研究や受託研究が着実に増加し、大学等における知的財産活動は拡大。
②国際的な産学官連携活動、特定の研究分野に係る産学官連携活動、大学等発ベンチャー、知財人材の育成・確保等について取組が不十分。

●大学等毎に中長期的な「産学官連携戦略」
を作成
・大学等においては、リエゾン機能、契約機
能、ＴＬＯ機能及び初期段階のインキュベ
ーション機能等の業務や体制整備など産
学官連携を支える組織の強化に必要な財
源を確保。資金計画を含め中長期的な産
学官連携戦略を立てて活動を展開。

・研究の進展と一体的な知的財産戦略を進
め、件数のみならず質の重視を念頭に、国
際的な基本特許を生みだし、国際競争力
につながる効率的な知的財産の活用を図る。

●国による重点的支援
・国は、大学等の戦略的な取組について、右
記（１）～（９）の視点に立ち、国として政策的
観点から積極的に促進すべき活動を重点的
に支援することにより、国全体の産学官連携
の質の向上を図る。

現状と課題

（１）組織的・戦略的な共同研究等の推進
・産学官が目標を共有し、適切な役割分担を行ったうえで、基礎から応用までを見通した長期的
な視点に立って、共同研究等を推進

（２）国際的な産学官連携活動の推進
・基本特許の国際的な権利取得の促進、国際知財人材の育成確保など産学連携体制の強化
（３）研究分野に応じた産学官連携体制の構築
・ライフサイエンス分野など特定分野の課題に対応した知的財産の管理・活用体制の整備
（４）事業化支援機能の強化
・企業相談、企業家教育、ベンチャー・キャピタルとの連携などの事業化支援体制の強化
（５）地域における産学官連携体制の強化
・大学と地方公共団体等との連携による知的財産の管理・活用体制の強化
（６）知的財産基盤が脆弱な大学等の知的財産活動の強化
・人文社会系を含め、各大学等の特性、実態を考慮した効率的な運用体制の整備
（７）多様な産学官連携体制の構築
・国公私立の大学等間の連携やコンソーシアムの形成を支援、ＪＳＴなど外部組織の活用
（８）質を重視した戦略的な基本特許の取得
・件数のみに偏らず、特許の質を重視し、応用範囲の広い特許取得となるよう戦略的に取得
（９）大学等の知財人材の育成・確保
・高度な専門性を有し、戦略的なマネジメント実務を行うことができる知財人材の育成・確保

「経済財政改革の基本方針２００７」「長期戦略指
針『イノベーション２５』」「知的財産推進計画２００
７」等の政府の各種の行政方針・計画において、
産学官連携の強化を図る必要性が指摘。

・厳しい国際競争の中、イノベーション創出を求められている我が国にとっ
て、産学官連携はその実現のための重要な手段。

・大学等においては、それぞれが定める使命に即して、主体的かつ多様な産
学官連携活動を組織的・戦略的に展開することが必要。

産学官連携の戦略的な展開

必要性・意義背景

今後の産学官連携の方向

イノベーションの創出に向けた産学官連携の戦略的な展開イノベーションの創出に向けた産学官連携の戦略的な展開
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資料２ 知的財産戦略・産学官連携に関連する資料

大学知的財産本部整備事業【２４億円】
・大学の機関帰属化の推進
・外部人材の活用

平成１９年度
予算額【３０億円】
（現在４３大学）

・民間企業等と大学等の共同研究・委託研究は約３３，０００件
（金額は約１８００億円）【平成１８年度】
・大学発ベンチャーは１，５００社超（平成１９年３月末）【平成１３年度の約２．９倍】

法人格の取得
研究成果の利用促進
ＴＬＯへの出資
非公務員型職員

H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ Ｈ１７ Ｈ１８ H19

科
学
技
術
基
本
計
画

大
学
の
教
員
等
の
任
期

に
関
す
る
法
律
等

第
二
期
科
学
技
術
基
本
計
画

大
学
等
技
術
移
転
促
進
法

産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法

独
立
行
政
法
人
通
則
法

産
業
技
術
力
強
化
法

知
的
財
産
基
本
法

知
的
財
産
推
進
計
画

国
立
大
学
法
人
法

産
学
官
連
携
促
進
税
制

知
的
財
産
推
進
計
画
２
０
０
４

国
立
大
学
法
人
化

承認ＴＬＯ制度の創設（現
在４４機関）

国の委託研究成果を
実施機関へ移転
（日本版バイドール）

大学等体制整備
推進計画の策定 特許費用の確保

と知財本部の充実等

知
的
財
産
推
進
計
画
２
０
０
５

ＴＬＯの国有施設
の無償使用

第
三
期
科
学
技
術
基
本
計
画

イノベーションの創出
持続的・発展的な産学官の
連携システムの構築

基礎から応用までを見通した産
学共同の研究の推進

科学技術の戦略的重点化
産学官連携による科学技術システム改革
大学等の研究成果の機関帰属化
5年間で24兆円の投資、競争的資金倍増

知
的
財
産
推
進
計
画
２
０
０
６

知
的
財
産
推
進
計
画
２
０
０
７

１．産学官連携施策の主な経緯
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２．大学等と企業等との共同研究等実績

18年度国公私立大学等における
共同研究・受託研究実績

国立大学等における共同研究実績

0
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58 59 60 61 62 63元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

億円
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件

平成18年度の国立大学等の共同研究は１万２千件を超え、
国公私合わせると、１万４千件を突破した

18,045件
（16,960件）

6,776件
（6,796件）

1,187件
（1,150件）

10,082件
（9,008件）

受託研究

14,757件
（13,020件）

1,655件
（1,165件）

697件
（493件）

12,405件
（11,362件）

共同研究

合計私立大学等公立大学等国立大学等

※（ ）は平成１７年度実績

※大学等とは、大学・高等専門学校・大学共同利用機関をいう

※共同研究とは大学等と民間企業等とが共同で研究開発を行い、かつ
大学等が要する経費を民間企業等が負担しているものを対象とした

※受託研究とは大学等が相手方機関からの委託により、主として大学
等のみが研究開発を行い、そのための経費を相手方が支弁している
ものを対象とした

３．平成18年度共同研究等の実績（上位30機関）

機関名 件数 区分

1 東京大学 906

2 京都大学 643

2 大阪大学 643

4 九州大学 567

5 東北大学 519

6 東京工業大学 368

7 北海道大学 362

8 名古屋大学 337

9 筑波大学 290

10 慶應義塾大学 279 ☆

11 静岡大学 259

12 東京農工大学 254

13 三重大学 245

14 千葉大学 244

15 広島大学 232

16 信州大学 231

17 岐阜大学 213

18 名古屋工業大学 205

19 岩手大学 203

19 山口大学 203

19 大阪府立大学 203 ＊

22 神戸大学 200

23 徳島大学 192

24 金沢大学 190

25 岡山大学 186

26 電気通信大学 182

27 群馬大学 168

28 茨城大学 161

29 鳥取大学 159

30 福井大学 151

共同研究件数 特許出願件数 特許実施件数 特許実施料収入
機関名 件数 区分

1 京都大学 552

2 東北大学 544

3 東京大学 497

4 大阪大学 388

5 東京工業大学 307

6 北海道大学 269

7 慶應義塾大学 252 ☆

8 広島大学 227

9 九州大学 200

10 山口大学 196

11 名古屋大学 186

12 九州工業大学 168

13 日本大学 166 ☆

14 大阪府立大学 156 ＊

15 岡山大学 151

16 名古屋工業大学 145

17 信州大学 143

18
奈良先端科学技術
大学院大学

133

19 東京農工大学 131

20 早稲田大学 129 ☆

21 千葉大学 126

22 静岡大学 124

23 徳島大学 118

24 香川大学 113

25 長岡技術科学大学 110

26 東京理科大学 103 ☆

27 鹿児島大学 100

28 電気通信大学 90

29 神戸大学 86

30 横浜国立大学 84

30 豊橋技術科学大学 84

機関名 金額 区分

1 名古屋大学 163,852

2 東京大学 160,108

3 慶應義塾大学 70,109 ☆

4 日本大学 40,702 ☆

5 東京工業大学 28,324

6 金沢大学 21,444

7
奈良先端科学技術大
学院大学

20,268

8 関西学院大学 16,528 ☆

9 京都大学 16,183

10 立命館大学 15,730 ☆

11 聖マリアンナ医科大学 13,069 ☆

12 大阪大学 12,948

13 静岡大学 11,136

14 九州工業大学 11,081

15 大阪市立大学 10,500 ＊

16 名城大学 10,000 ☆

17 岡山大学 9,731

18 東京医科歯科大学 9,131

19 長崎大学 8,577

20 北海道大学 8,158

21 東北大学 8,053

22 広島大学 7,904

23 佐賀大学 7,350

24 久留米大学 6,408 ☆

25 松本歯科大学 6,407 ☆

26 大阪府立大学 6,376 ＊

27 近畿大学 6,283 ☆

28 熊本大学 5,839

29 横浜国立大学 5,806

30 早稲田大学 5,664 ☆

機関名 件数 区分

1 東京大学 890

2 慶應義塾大学 254 ☆

2 日本大学 254 ☆

4 東京工業大学 114

5 名古屋大学 96

6 大阪大学 75

7 東北大学 71

8 北海道大学 59

9 九州大学 56

10 広島大学 52

11 金沢大学 45

12 東海大学 42 ☆

13 岡山大学 38

14 早稲田大学 31 ☆

14 立命館大学 31 ☆

16 静岡大学 29

16 徳島大学 29

18
奈良先端科学技術
大学院大学

28

19 京都大学 27

19 香川大学 27

21 九州工業大学 26

21 明治大学 26 ☆

23 岐阜大学 25

24 群馬工業高等専門学校 24

25 東京医科歯科大学 23

26 東京農工大学 21

27 長崎大学 20

28 日本薬科大学 19 ☆

29 関西学院大学 18 ☆

30 富山大学 17

30 大阪府立大学 17 ＊
30 名城大学 17 ☆

（千円）

※表中の＊印は公立、☆印は私立を表す
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環境情報通信

凡例

その他ライフサイエンス ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・材料

４．国立大学等における分野別共同研究等実績

特許出願件数

1,226
1,776 2,087

670

1,113
1,152

296

414
354

960

1,840

1,000

1,232
1,570

1,720

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

16年度 17年度 18年度

共同研究（件数）

2,138 2,509 3,105 3,522
999 1,016

1,216 1,224
1,114 1,120

1,103
1,133

1,194

1,984
2,2182,578

2,962

3,954
4,308

1,771

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

15年度 16年度 17年度 18年度

①共同研究（件数及び金額）

②受託研究（件数及び金額）

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
分野の占め
る割合

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
分野の占め
る割合

２７％
（2,013 / 8,023）

２７％
（2,509 / 9,378）

２７％
（3,105 / 11,362）

２８％
（3,522 / 12,405）

４３％
（2,978 / 6,986）

４０％
（3,165 / 7,827）

３８％
（3,422 / 9,008）

３９％
（3,929 / 10,082）

共同研究（金額）

5,281 6,571
9,025 10,131

2,153
2,136

2,843
3,033

1,736
1,829

1,889
1,975

3,315

5,552
5,997

5,110

6,691

8,180
9,167

4,703

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

15年度 16年度 17年度 18年度

受託研究（件数）

2,978 3,165 3,422 3,929

658 792 829
8571,014

1,235 1,091
1,189856

1,065
1,264

1,480
1,491

2,601

2,843

1,144

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

15年度 16年度 17年度 18年度

受託研究（金額）

25,993 28,630 32,442 37,870

10,520 11,127
12,898

15,241
5,268

7,419
7,424

8,567

6,208

12,021

15,064

13,029

20,132

32,361

33,420

9,939

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

15年度 16年度 17年度 18年度

③特許出願件数

３０％
（1,226 / 4,152）

２８％
（1,776 / 4,852）

３０％
（2,087 / 7,003）

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
分野の占め
る割合

※国立大学等とは国立大学、国立高等専門学校、
大学共同利用機関

３０％
（5,281 / 17,595）

３０％
（6,571 / 21,930）

３３％
（9,025 / 27,489）

３３％
（10,131 / 30,303）

４３％
（25,993 / 61,018）

３７％
（28,630 / 77,247）

３３％
（32,442 / 97,146 ）

３４％
（37,870 / 110,162）

単位：百万円

単位：百万円

５．産学官連携の最近の成果事例

革新的金属材料「金属ガラス」の開発革新的金属材料「金属ガラス」の開発

「高速原子間力顕微鏡」の開発「高速原子間力顕微鏡」の開発

新エネルギー・産業技術
総合開発機構

・科学研究費補助金（萌芽期）、戦略的創造研究推進事業（発展期）による継続的な支援により、従来をはるかに
凌ぐ強さとしなやかさを備えた素材として期待される金属材料を創製。

・部材メーカーとの密接な産学連携の下で従来の機械加工では不可能であった超小型・高精密・高強度機械部

品を開発。
井上明久 東北大学長（現在）
並木精密宝石（株）、長野計器（株） 等

安藤敏夫 金沢大学教授
オリンパス（株） 等

・科学研究費補助金の研究成果を基に、機器メーカーとの産学連携により、生きたタンパク質を１分子の単位で動画観察
できる高速顕微鏡を開発。
・基本となる特許は、米国企業や独国企業にもライセンス（Ｈ１７～１９）。現在、更なる高速度撮影を可能とする顕微鏡を
開発中（戦略的創造研究推進事業、先端計測分析技術・機器開発事業）であり、世界の追随を全く許していない。

ゴルフクラブヘッド、世界最小モータ、高性能センサー、
超精密ギア などへ産業応用 （市場規模 １,７６０億円/年間）

科学技術振興機構
（戦略的創造研究推進事業）
「井上過冷金属プロジェクト」
（ERATO Ｈ９～Ｈ14）

科学研究費補助金（科研費）
「溶融状態から超急冷した非平衡結晶

相の超伝導性質」（Ｓ５６）～

科学研究費補助金（科研費）
「生物材料の観察に適した原子間力顕微鏡

の開発」（Ｈ３）～

科学技術振興機構
（戦略的創造研究推進事業）
「タンパク質のナノダイナミクス
高速撮影装置の開発」
（CREST Ｈ16～Ｈ21）

科学技術振興機構
（先端計測分析技術・機器開発事業）

「生体高分子3次元高分解能
動態解析装置の開発」

（機器開発プログラム H16～H21）

・従来より１千倍早い撮影速度で、水溶液中で動くタンパク質や
ＤＮＡを映像として捉えることに成功（世界初）。

・生命科学の研究手法を将来一変する革新的な顕微鏡。産業用
半導体の検査装置としても期待。

大学における研究 企業における研究

200 µm

Actin Filament

Myosin V

【動画で撮影】

細胞内の物質輸送を行うタンパク質

数µm
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６－１．共同研究１件あたりの規模・相手先機関別受入額

国立大学等における共同研究の伸び率

（１３年度を１００％とした伸び率）

一件あたりの受入額実績

注）大学等には高専及び大学共同利用機関を含む。

80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
220%
240%
260%
280%

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

1件あたりの受入額 受入れ件数 受入額

2,443１８年度

2,338１６年度

2,193１５年度

2,130１３年度

2,331１４年度

2,419１７年度

受入額（千円）

大企業

中小企業

公益法人等

地方公共団体

その他

国公私立大学等における共同研究の
相手先機関別受け入れ金額

１８年度受入額（百万円）

注）大学等には高等専門学校及び大学共同利用機関を含む。

大企業 中小企業

22,469 6,116 6,843 575 840 36,843

61.0% 16.6% 18.6% 1.6% 2.3%

合計

国内民間企業
公益
法人等

その他
地方

公共団体

注）公益法人等とは独立行政法人、財団法人、特殊法人等をいう

※共同研究とは大学等と民間企業等とが共同で研究開発を行い、かつ大学等が要する経費を民間企業等が負担しているものを対象とした

注）その他は外国政府、外国企業等

６－２．共同研究１件あたりの規模・相手先機関別受入額

国立大学等における国内民間企業との共同研究の伸び率

（１５年度を１００％とした伸び率）

一件あたりの受入額実績

注）大学等には高専及び大学共同利用機関を含む。

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

15年度 16年度 17年度 18年度

1件あたりの受入額 受入れ件数 受入額

2,199１８年度

2,088１６年度

1,959１５年度

2,167１７年度

受入額（千円）

大企業

中小企業

公益法人等

地方公共団体

その他

国公私立大学等における共同研究の
相手先機関別受け入れ金額

１８年度受入額（百万円）

注）大学等には高等専門学校及び大学共同利用機関を含む。

大企業 中小企業

22,469 6,116 6,843 575 840 36,843

61.0% 16.6% 18.6% 1.6% 2.3%

合計

国内民間企業
公益
法人等

その他
地方

公共団体

注）公益法人等とは独立行政法人、財団法人、特殊法人等をいう

※共同研究とは大学等と民間企業等とが共同で研究開発を行い、かつ大学等が要する経費を民間企業等が負担しているものを対象とした

注）その他は外国政府、外国企業等
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７－１．受託研究１件あたりの規模・相手方機関別受入額

民間企業

国

独立行政法人

公益法人等

地方公共団体

その他

国公私立大学等における受託研究の
相手先機関別受け入れ金額

１８年度受入額（百万円）

注）大学等には高等専門学校及び大学共同利用機関を含む。

国立大学等における受託研究の伸び率

（１３年度を１００％とした伸び率）

一件あたりの受入額実績

注）大学等には高専及び大学共同利用機関を含む。

80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
220%
240%
260%
280%
300%
320%
340%

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

1件あたりの受入額 受入れ件数 受入額

10,927１８年度

9,869１６年度

8,734１５年度

6,160１３年度

6,169１４年度

10,784１７年度

受入額（千円）

国内
民間企業

国
独立行政
法人

公益
法人等

地方
公共団体

その他 合計

11,706 65,656 49,334 10,146 3,396 1,797 142,035

8.2% 7.1% 2.4% 1.3%81.0%

注）公益法人等とは、財団法人、特殊法人等をいう

※受託研究とは大学等が相手方機関からの委託により、主として大学等のみが研究開発を行い、そのための経費を相手方が支弁しているものを対象とした

注）その他は外国企業等

７－２．受託研究１件あたりの規模・相手方機関別受入額

民間企業

国

独立行政法人

公益法人等

地方公共団体

その他

国公私立大学等における受託研究の
相手先機関別受け入れ金額

１８年度受入額（百万円）

注）大学等には高等専門学校及び大学共同利用機関を含む。

国立大学等における国内民間企業からの受託研究の伸び率
（１３年度を１００％とした伸び率）

一件あたりの受入額実績

注）大学等には高専及び大学共同利用機関を含む。

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

1件あたりの受入額 受入れ件数 受入額

2,469１８年度

3,169１６年度

2,293１５年度

1,955１３年度

1,891１４年度

2,565１７年度

受入額（千円）
国内
民間企業

国
独立行政
法人

公益
法人等

地方
公共団体

その他 合計

11,706 65,656 49,334 10,146 3,396 1,797 142,035

8.2% 7.1% 2.4% 1.3%81.0%

注）公益法人等とは、財団法人、特殊法人等をいう

※受託研究とは大学等が相手方機関からの委託により、主として大学等のみが研究開発を行い、そのための経費を相手方が支弁しているものを対象とした

注）その他は外国企業等
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全体件数 うち外国企業 割合 全体金額 うち外国企業 割合

１５年度 13,786件 45件 0.33% 85,904,359千円 748,395千円 0.87%

１６年度 15,236件 39件 0.26% 101,227,322千円 117,412千円 0.12%

１７年度 16,960件 41件 0.24% 126,479,747千円 181,234千円 0.14%

１８年度 18,045件 73件 0.40% 142,035,360千円 306,127千円 0.22%

全体件数 うち外国企業 割合 全体金額 うち外国企業 割合

１５年度 9,255件 15件 0.16% 21,620,823千円 64,383千円 0.30%

１６年度 10,728件 32件 0.30% 26,375,829千円 100,678千円 0.38%

１７年度 13,020件 51件 0.39% 32,343,275千円 272,693千円 0.84%

１８年度 14,757件 83件 0.56% 36,843,149千円 361,456千円 0.98%

国内出願件数 外国出願件数

１５年度 1,881件 581件

１６年度 5,085件 909件

１７年度 7,197件 1,330件

１８年度 7,282件 1,808件

８－１．大学等における外国企業との共同研究等実績

○受託研究実績

○共同研究実績

○特許出願実績

※大学等には高等専門学校及び大学共同利用機関を含む

国内出願件数 外国出願件数

１５年度 1,881件 581件

１６年度 5,085件 909件

１７年度 7,197件 1,330件

１８年度 7,282件 1,808件

1.25%361,456千円28,946,414千円0.66%83件12,504件１８年度

1.09%272,693千円25,129,468千円0.46%51件11,105件１７年度

0.51%100,678千円19,701,813千円0.36%32件8,896件１６年度

0.42%64,383千円15,237,213千円0.21%15件7,263件１５年度

割合うち外国企業全体金額割合うち外国企業民間企業件数

８－２．大学等における外国民間企業との共同研究等実績

○受託研究実績

○共同研究実績

○特許出願実績

※大学等には高等専門学校及び大学共同利用機関を含む

2.55%306,127千円12,011,759千円1.17%73件6,252件１８年度

1.45%181,234千円12,470,493千円0.65%41件6,333件１７年度

0.92%117,412千円12,827,723千円0.61%39件6,398件１６年度

6.35%748,395千円11,794,213千円0.82%45件5,502件１５年度

割合うち外国企業全体金額割合うち外国企業民間企業件数
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我が国の大学発ベンチャーの設立実績

米国の大学発ベンチャーの設立実績 諸外国との大学発ベンチャー数の比較

（参考）

・我が国の大学発ベンチャーは1500社を超え、年間設立数も約200社のレベル。

・諸外国と比較すると、依然、その数は少ない。

・我が国の大学発ベンチャーは1500社を超え、年間設立数も約200社のレベル。

・諸外国と比較すると、依然、その数は少ない。

（出典）
Licensing survey FY2004.(AUTM)より作成

（出典）
日本は2007年3月末（科学技術政策研究所調べ）、米国は2004
年度末（AUTM調べ）、独国は2000年度末、中国は2001年度末、
英国は2002年度末時点での数字である。
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（出典）
平成19年度大学等発ベンチャー調査１次調査（科学技術政策研究所調べ）より作成
設立年が不明な社（9社）があるため、「各年の設立数」の累計と「設立累計」は一致しない。
（この他に、政府系研究施設発ベンチャー 135社（2007年調査）がある。）

９－１．大学発ベンチャーの現状①
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19%

6%

6%
5% 2%

スタッフの確保

資金調達

販売先

コンサルティング　

インキュベータ等の施設

特許係争

仕入先

32%

5%

30%

20%

1%

2%
8%

2%

－100万円未満

－100～0円未満

0～100万円未満

100～1,000万円未満

1,000～3,000万円未満

3,000～5,000万円未満

5,000万～１億円未満

1億円以上

9%

21%

5%

9%

9%

14%
2%

31%

300万円未満

300～500万円未満

500～1000万円未満

1,000～3,000万円未満

3,000～5,000万円未満

5,000万～1億円未満

1～10億円未満

10億円以上

8%

43%

26%

15%

1%
0%
2%

4%

1%

0人

1～4人

5～9人

10～19人

20～29人

30～39人

40～49人

50～59人

60人以上

15%

25%

20%

7%

14%

16%

1%

2%

100万円未満

100～1,000万円未満

1,000～3,000万円未満

3,000～5,000万円未満

5,000万円～１億円未満

１～５億円未満

5～10億円未満

10億円以上

34%

19%
15%

10%

4%

3%

1%
14%

バイオ・ライフサイエンス

情報通信

電子・機械

ナノテクノロジー・材料

環境

化学工業

エネルギー

その他
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仕
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先

特
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係
争

そ
の
他

資本金 社員数

売上高

大学発ベンチャーの業種別割合

大学発ベンチャーの設立時の問題点 大学発ベンチャーの現在の問題点

（出典）
平成17年度文部科学省委託調査（筑波大学産学リエゾン共同研究センター調べ）より作成

（2005年10月末現在，回答数266） （2005年10月末現在，回答数255）

（回答数205） （回答数186）

（回答数275）

（回答数714） （回答数1224）

（注）特に記載のない場合、2005年８月末時点での直近のデータ

経常利益

→ 1,000～3,000万円が多い →平均７.８人

→平均としては9,500万円 →黒字約６割、赤字約４割、
平均としては△1,100万円

（資金調達）
研究開発資金、運転資金等

（スタッフの確保）
技術開発要員、営業要員、
マネジメント人材等

（販売先）
販路が拡大できない
販路確保が困難等

９－２． 大学発ベンチャーの現状②
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平成１９年7月現在：承認ＴＬＯ 44機関

機関名 主な提携大学 機関名 主な提携大学

北海道ティー・エル・オー㈱ 北海道大学ほか道内の大学等 （有）金沢大学ティ・エル・オー
金沢大学ほか石川県内・北陸地域の大学
等

㈱東北テクノアーチ 東北大学ほか東北地域の国立大学等 （有）山口ティー・エル・オー 山口大学

㈱筑波リエゾン研究所 筑波大学等 （有）大分ＴＬＯ 大分大学

㈱東京大学ＴＬＯ（ＣＡＳＴＩ） 東京大学 （財）生産技術研究奨励会 東京大学生産技術研究所

農工大ティー・エル・オー㈱ 東京農工大学 （財）理工学振興会 東京工業大学

（財）浜松科学技術研究振興会 静岡大学ほか静岡県内の大学等

（財）名古屋産業科学研究所（中部ＴＬＯ） 名古屋大学ほか中部地域の大学等

タマティーエルオー㈱ 首都圏の大学 （財）大阪産業振興機構 大阪大学ほか大阪府内の大学等

よこはまティーエルオー㈱
横浜国大、横浜市大ほか神奈川県内の
大学等

（財）新産業創造研究機構(TLOひょうご) 神戸大学ほか兵庫県内の大学等

㈱新潟ティーエルオー 新潟大学ほか新潟県内の大学等 （財）岡山県産業振興財団 岡山大学ほか岡山県内の大学等

㈱オムニ研究所 長岡技術科学大、長岡高専、兵庫県立大 （財）ひろしま産業振興機構 広島大学ほか広島県内の大学等

㈱山梨ティー・エル・オー 山梨大学 （財）北九州産業学術推進機構 九州工業大学ほか北九州地域の大学等

㈱信州ＴＬＯ 信州大、長野高専 （財）くまもとテクノ産業財団 熊本大学ほか熊本県内の大学等

㈱豊橋キャンパスイノベーション 豊橋技術科学大学 知的資産センター 慶應義塾大学の学内組織

㈱三重ティーエルオー 三重大学ほか三重県内の大学等 産官学交流センター 東京電機大学の学内組織

科学技術交流センター 東京理科大学の学内組織

産官学連携知財センター（ＮＵＢＩＣ） 日本大学の学内組織

㈱テクノネットワーク四国 四国地域の大学等 知的財産・ﾍﾞﾝﾁｬｰ育成（ＴＬＯ）センター 日本医科大学の学内組織

㈱産学連携機構九州 九州大学 知的資産センター 明治大学の学内組織

㈱長崎ＴＬＯ 長崎大学ほか長崎県内の大学等 産学官研究推進センター 早稲田大学の学内組織

佐賀大学ＴＬＯ 佐賀大学の学内組織

千葉大学産学連携・知的財産機構 千葉大学の学内組織

東京工業大学産学連携推進本部 東京工業大学の学内組織

富山大学知的財産本部 富山大学の学内組織

関西地域の大学等（京都大学、立命館大
学等）

㈱鹿児島ＴＬＯ 鹿児島大学ほか鹿児島県内の大学等

株
式
会
社

有
限
会
社

財
団
法
人

㈱キャンパスクリエイト 電気通信大学

学
校
法
人

関西ティー・エル・オー㈱

㈱みやざきＴＬＯ 宮崎大学ほか宮崎県内の大学等
国立
大学
法人

１０．承認ＴＬＯ一覧

①法人内部にＴＬＯを設立 ③法人がＴＬＯに出資②法人に業務移管（内部化）

大学

ＴＬＯ

富山大学が佐賀大学、千葉大富山大学が佐賀大学、千葉大
学に続き、国立大学として３学に続き、国立大学として３
機関目の内部型ＴＬＯを設立機関目の内部型ＴＬＯを設立
（平成１９年６月）（平成１９年６月）

ＴＬＯ

東京工業大学において、外部東京工業大学において、外部
ＴＬＯであるＴＬＯである((財財))理工学振興会理工学振興会

からの業務移管からの業務移管
（平成１９年４月）（平成１９年４月）

ＴＬＯ

国立大学法人法に基づき、国立大学法人法に基づき、
新潟大学が新潟大学が㈱㈱新潟新潟ティーエティーエ
ルオールオー に（平成１８年６に（平成１８年６
月）月）、東京大学が、東京大学が㈱㈱東京大東京大
学ＴＬＯに出資（平成１９学ＴＬＯに出資（平成１９
年２月）年２月）

出資
内部化

○大学知的財産本部・ＴＬＯの一本化や連携強化を進める

大学知的財産本部とＴＬＯについては、その関係の多様性に配慮し、２００７年度から、既存の組織にとらわれることなく、連携

強化や一体化を促進する等、産学官連携機能や技術移転機能が最適に発揮できるよう、個々の事情に応じ体制の再構築を促
進する。

知的財産推進計画2007（平成１９年５月３１日知的財産戦略本部決定）

一本化や連携強化の最近の動き一本化や連携強化の最近の動き

大学

ＴＬＯ

大学

（内部型） （一本化）

１１．大学とＴＬＯの一本化や連携強化

（連携強化）
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内部人材（専任）
2人
1%

5人
3%

152人
96%

外部人材
17人
3%

60人
11%

105人
20%

348人
66%

本部長
1人
2%

43人
98%

【平成１８年度における人材別財源措置の状況】

凡例

運営費交付金等

委託費（知財本部事業）

間接経費

その他

○外部人材など内部人材以外の人件費の約７割は大学知的財産本部整備事業の委託費により
措置

外部専門家
3人
2%

11人
7%

5人
3%

134人
88%

内部人材（兼任）

505人
99%

4人
1%

1人
0%

ポスドク

74人
74%

3人
3%

23人
23%

その他

235人
69%

43人
13%

15人
4%

49人
14%

１２．大学における知財活動に携わる人材の状況について（財源措置）

① ② ③

④ ⑤

⑥ ⑦
（注） 外部人材 ： 企業経験者等外部から知財本部に係る業務

に従事するために雇用し、又は派遣された者
外部専門家 ： 弁護士、弁理士等
その他 ： 勤務形態が非常勤・謝金支払の者

※「大学知的財産本部整備事業」実施機関（４３件）を対象

【特許関連経費の推移】

1,006(26%)

1 ,236(32%)

171(5%)

544(14%)

899(23%)

1 ,381(28%)

2 ,270(47%)

155(3%)

345(7%)

714(15%)

2 ,090(34%)

2 ,700(44%)

182(3%)

434(7%)

770(12%)

2 ,194(32%)

3 ,288(48%)

234(3%)
383(6%)

715(10%)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

事業活動費
本部運営費
旅費
人件費
特許出願・取得経費

百万円

3,857

4,865

6,175

注１）百万円単位で四捨五入しているため、合計は一致しない。

注２）「特許出願・取得経費」は、科学技術振興機構（ＪＳＴ）による特許化支援

（技術移転支援センター事業）を含む。

注３）「人件費」は、内部人材（兼任）分は含んでいない。

5.6%

46.2%

48.2%

17年度

7.6%6.4%7.4%その他

45.0%39.5%49.5%

海外特許

（JST支援分含む）

47.4%54.1%43.1%国内特許

18年度16年度15年度

（参考１）特許出願・取得経費の内訳の推移について

（参考２）人件費の内訳の推移について

（参考３）事業活動費の内訳の推移について

3.8%

4.2%

28.3%

63.7%

17年度

4.1%4.8%7.5%その他

2.4%4.8%9.7%外部専門家

27.2%28.1%33.1%内部人材（専任）

66.3%62.3%49.7%外部人材

18年度16年度15年度

知財本部で取り扱う発明の増加に伴い、「ＴＬＯへの業務委託費」や
「シーズ展示会開催費」等は増加傾向にあるものの、初年度にシステム
を立ち上げる特許管理システム関係経費等は１５年度と比較して４割
未満となっている。

また、先行技術調査費用は、ポスドク・学生の活用など各大学の工

夫により、１５年度と比較して２割未満となっている。

○特許出願・取得経費は平成１５年度の２倍以上と大幅に増加しているものの、特許出願件数が平成１５年
度の３倍以上であることを踏まえると、各大学において出願等経費の削減努力に努めていることがうかが
える。

○また、事業活動費及び本部運営費は、初年度の経費負担が一番大きい状況となっている。

6,814

１３．大学における特許関連経費（特許出願・体制整備等）の推移について（支出実績）
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・知識基盤社会の到来とともに、諸外国は、1990年代以降、起業活動の振興を政策的に重視してき
ている。（欧州各国、中国、韓国、台湾、シンガポール、メキシコ等）

・大企業が経済成長とイノベーションの担い手との認識から、新興企業が経済成長とイノベーション
の原動力であるとの認識へと変化。

・知識基盤社会の到来とともに、諸外国は、1990年代以降、起業活動の振興を政策的に重視してき
ている。（欧州各国、中国、韓国、台湾、シンガポール、メキシコ等）

・大企業が経済成長とイノベーションの担い手との認識から、新興企業が経済成長とイノベーション
の原動力であるとの認識へと変化。 （OECD Small and Medium Enterprise Outlook 等）

・我が国における起業家精神は非常に低いレベルといえる。
・我が国における起業家精神は非常に低いレベルといえる。

2.0%

3.6%

5.0%

6.0%

11.2%

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

米国 英国 独国 仏国 日本

起業家精神の広がり 労働人口に占める起業家の割合（2002年～2004年の平均）

（出典） 左図２００６年ＩＭＤ調べ
右図2004 Executive Report （Global Entrepreneurship Monitor）より作成

1位 香港
2位 アイスランド
3位 コロンビア
4位 オーストリア
5位 イスラエル
6位 米国
7位 台湾
8位 エストニア
9位 デンマーク
10位 チリ

・
・
・

・
・
・

５７位
(６１位中)

日本

背景には、復活を遂げた米国経済の堅調さの要因が米国の活発な企業活動にあるとの分析があると思われる。

⇒ 米国の経済成長に大きく貢献した企業活動

・1980年代以降、95％以上の富が企業家によって創出

・1993年から96年の間に生まれた800万人の新規雇用のうち７７％は、新興企業の５％により創出

・第2次世界大戦以降、全イノベーションの半分と革新的イノベーションの95％が新興企業によって創出

Ｊｅｆｆｒｙ Ａ． Ｔｉｍｍｏｎｓ，“Ｎｅｗ Ｖｅｎｔｕｒｅ Ｃｒｅａｔｉｏｎ”第５版より抜粋

（出典） “Ｇｌｏｂａｌ Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓｈｉｐ Ｍｏｎｉｔｏｒ” ＧＥＭ ２００６ Ｓｕｍｍａｒｙ Ｒｅｓｕｌｔｓ
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※起業活動指数(％)の国際比較(２００６年)

※ 起業活動指数とは、生産年齢人口(18～64歳)100人のうち、新規開業準備及び新規開業活動に関わった人の数

（参考）研究開発型ベンチャー等の起業活動の振興について
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（参考）国立大学等における寄附金収入の推移（参考）国立大学等における寄附金収入の推移
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※１５年度までの寄附金の受入額は旧国立学校特別会計の歳入決算額。

※国立大学等とは国立大学、国立高等専門学校、大学共同利用機関

※平成１８年１０月文部科学省調べ（「大学知的財産本部整備事業」実施機関（４３機関）を対象）

（参考）大学におけるリサーチツール特許の現状と課題

○リサーチツールを民間へ提供する場合の条件として最も多く挙げられたのは、「有償での提供」 （２０件）であった。

また、リサーチツールを提供できない場合の理由として最も多く挙げられたのは、「教員の協力が得られない場
合」 （１８件）であった。 （複数回答有り）

リサーチツールを民間企業へ提供する場合に付す主な条件の例

○有償提供（産業利用の場合は有償、研究目的の場合は無償の場合有り）（２０件）
○提供したリサーチツールを使用して生まれた知的財産の取扱い（帰属等）（４件）
〇第三者への再配布の制限（４件）
○リサーチツールを用いて得られた成果を公表する場合、提供元を明記すること(４件）
○目的外使用の禁止（３件）
○研究結果の開示等についての同意、秘密保持(３件）
○リサーチツール提供によって得られた研究情報の大学への報告(２件）
○提供先での実施に関する第三者特許権等の侵害に対しては免責とすること（１件）
○原則通常実施契約とすること（１件）
〇使用場所の特定、人体への使用禁止、繁殖の禁止、遺伝子組み換え生物の取扱い規定の遵守（各１件）

リサーチツールを民間企業へ提供できない場合の主な例

○教員の協力が得られない場合（１８件）
○他者との関係で提供できない場合（１１件）
・大学発ベンチャーにおいて活用する場合
・当該リサーチツールが民間企業との共同研究の成果であって、他の企業に提供する際に当該企業の同意が
得られない、あるいは得られないおそれがある場合
・民間企業からの試薬購入契約時等に、他企業へのリサーチツールの提供が禁止されている場合

○契約条件で妥協できない場合（８件）
・提供量が相手方の希望を確保できない場合
・相手方から第三者への転売、譲渡を希望された場合、人体への使用を希望された場合
・価格交渉で妥協できない場合

○使用方法が倫理的に問題がある、知財管理上問題があるなど提供先に問題があると判断した場合（５件）

○リサーチツール特許の使用円滑化をするための実務上の課題として最も多く挙げられたのは「リサーチツールの
価格の算定」（１４件）及び「提供したリサーチツールを使用して生まれた知的財産の取り扱い（帰属等）」（１０件）で
あった。また、大学の研究において使用を希望するリサーチツールとして最も多く挙げられたのが「化合物のサン
プル」（１９件）であった。（複数回答有り）

リサーチツール特許の使用円滑化をするための実務上の課題

○リサーチツールの価格の算定(１４件）
○提供したリサーチツールを使用して生まれた知的財産の取扱い（帰属等）(１０件）
○リサーチツールに係る実施許諾のポリシーの明確化（４件）
○リサーチツールに付随する情報（取扱方法等）の提供を要求されたときの教員の負担(２件）
○特許法第６９条第１項の「試験・研究」の範囲が明確にされていないことから、企業等においてリサーチツール特許
を活用した場合に、特許法に抵触するかどうかの判断が難しいこと(１件）

大学の研究において使用を希望する民間企業のリサーチツールの主な例

○化合物サンプル（医薬化合物（薬効が確認されているもの、未確認のものを含む。）、化合物ライブラリー等）（１９件）
○タンパク質（抗体等）（１１件）
○遺伝子組み換え動物（疾患モデル動物等）（８件）
○生物学的又は薬理学的機能評価法（薬効の評価方法、スクリーニング方法等）(６件）
○細胞(６件）
○遺伝子（３件）

○リサーチツール特許を保有（出願済み・登録済み）している機関数は３７機関と８６％を占めるものの、リサーチ
ツール特許の専用データベースをHP等により公開している機関は１機関となっており、各機関におけるリサーチ
ツール特許の活用に対する意識の低さがうかがえる。

６２

登録済み出願済み

１機関／４３（2%）

左記のうちリサーチツール特
許情報を公開している機関数

３７機関／４３（86%）

機関数

１，１１６リサーチツール特許

件数

６２

登録済み出願済み

１機関／４３（2%）

左記のうちリサーチツール特
許情報を公開している機関数

３７機関／４３（86%）

機関数

１，１１６リサーチツール特許

件数

１４機関

１７機関

１機関

１機関

１４機関

１７機関

機関数

１２機関１８１，６６９４機関４３，２１０８３，２１５金 額

９機関５４，３４３０機関０１０，０００金 額

１１機関１２７，３２６４機関４３，２１０７３，２１５金 額

件 数

件 数

件 数

５機関

０機関

５機関

機関数

１８機関

１２機関

１７機関

機関数

１４

０

１４

左記契約のうち契
約条件としてマテリ
アル提供の条項有

MTA（マテリアル提
供契約）による民間
企業への提供実績

特許実施許諾

契約実績

１４５７４合 計

１１３７１国 内

３２３海 外

１４機関

１７機関

１機関

１機関

１４機関

１７機関

機関数

１２機関１８１，６６９４機関４３，２１０８３，２１５金 額

９機関５４，３４３０機関０１０，０００金 額

１１機関１２７，３２６４機関４３，２１０７３，２１５金 額

件 数

件 数

件 数

５機関

０機関

５機関

機関数

１８機関

１２機関

１７機関

機関数

１４

０

１４

左記契約のうち契
約条件としてマテリ
アル提供の条項有

MTA（マテリアル提
供契約）による民間
企業への提供実績

特許実施許諾

契約実績

１４５７４合 計

１１３７１国 内

３２３海 外

（単位：千円）

【リサーチツール特許保有件数】

【上記リサーチツール特許の活用実績（実施許諾等）】

注）契約件数には、当該年度に収入実績のない契約も含まれている。

（参考）リサーチツールの対象については、下記の「リサーチツール特許のライセンスに関するガイドライン 提言（平成１８年１月１６日
日本製薬工業協会知的財産委員会）」における定義を参考に、各大学で判断したもの。
「リサーチツール特許とは、医薬の研究開発過程において最終製品（医薬）を選択する目的のためのツールとして用いられる遺伝
子・たんぱく質等及びそれらの製造、選択又は使用（例えば、生物化学実験で用いられるマーカーたんぱく質又はそれをコードする
遺伝子、たんぱく質の製造法、遺伝子の選択方法、医薬の医薬分子と反応し得る受容体たんぱく質又はそれをコードする遺伝子、
医薬のスクリーニング方法、トランスジェニック動物、ベクター、抗体等）に関する発明についての特許をいう。」
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（参考）著作権に関する課題

○著作権に関する課題として、「職務著作の明確な規程がない」ことや「研究者の認識が薄い」こと、

「権利の帰属の判断が難しい」ことなどを指摘する意見が多い。

5.4%

16.1%

18.8%

28.9%

37.6%

48.3%

62.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

侵害かを調べる手間がかかる

無断使用への対応が難しい

管理体制の一元化が難しい

権利の帰属の判断が難しい

研究者の認識が薄い

職務著作の明確な規程がない

出典：「研究機関等における知的財産に係る法的問題に関する実情把握調査」
平成18年３月みずほ情報総研株式会社

N=149

※国公私立大学（文系の単科系大学を除く）、国公立研究機関、高等専門学校を対象に調査
１機関が複数の課題を有しているため、合計は１００％にならない。

76



資料３ 評価対象施策概要

戦
略
的
創
造
研
究
推
進
事
業

産学共同シーズイノベーション化事業（JST） １８億円（１４） （H18～）

独創的シーズ展開事業（JST） ９０億円（９５）

科
学
研
究
費
補
助
金

等

技
術
シ
ー
ズ
の
創
出

大学等に
よる特許化

技術移転
に係るマッチング

技術移転支援センター事業（JST） ２６億円（２７）

モデル事業
大学知的財産本部整備事業 ３０億円（２６） （H15～）

産学官連携活動高度化促進事業 ９億円（１０） （H13～）

・国際的に通用する知財人材の育成・確保
・海外特許の戦略的な取得 等

・海外特許出願の支援(H15～) 、つなぐ仕組みの構築推進(H19～)

産学共同研究による大学等シーズの育成

大学等シーズの技術移転

研究成果の技術移転活動の総合的支援

＊直ちに技術移転可能なものは大学知財本部・TLOにより技術移転

（ＪＳＴ）

○産学官連携は、独自の研究成果から絶えざるイノベーション創出を実現していくための重要な手段であり、その持続的・
発展的な展開に向けて本格化と加速を図る。

○国際的な産学官連携の推進をはじめとする大学等の体制整備を図るとともに、大学等の研究成果を基にした本格的な
共同研究や技術移転に係る研究開発支援を推進。

○産学官連携は、独自の研究成果から絶えざるイノベーション創出を実現していくための重要な手段であり、その持続的・
発展的な展開に向けて本格化と加速を図る。

○国際的な産学官連携の推進をはじめとする大学等の体制整備を図るとともに、大学等の研究成果を基にした本格的な
共同研究や技術移転に係る研究開発支援を推進。

産学官連携の本格化と加速産学官連携の本格化と加速 (H19(H19年度施策体系年度施策体系))

大
学
等
の
研
究
成
果
の
社
会
還
元

【研究費制度】

コーディネーター
の配置

独創モデル化型 （H9～）
・中小企業の技術コンセプトの実用化

委託開発型 （S36～）
・開発リスクが非常に高い企業化開発

大学発ベンチャー創出推進型 （H11～）
・起業を目指す大学等の研究開発を対象

＜顕在化ステージ＞ ＜育成ステージ＞

・潜在しているシーズの発掘から大学等と企業との
共同研究までつなぐことでイノベーションの創出を目指す

・地域の知の拠点再生担当の産学官連携コーディネーターの重点配置
・イノベーション創出に向けた目利き・つなぎの強化

大学等

革新的ベンチャー活用開発型 （H19～）
・ベンチャーを活用した企業化開発

※数字は１９年度予算額（括弧内は18年度予算額）を示している。
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〔機 能〕
知的財産の戦略的な創出・
管理・活用体制の整備。

〔体制整備〕

対象：大学知的財産本部整備事業４３機関注）研究開発の管理部門又は企画部門の責任者へのアンケート調査

〔国際競争力の強化〕

「平成16年度民間企業の研究活動に関する調査報告」（H17.9文部科学省）より抜粋

副学長等

大学知的財産本部

・外部人材の積極的活用
・内部人材の教育・訓練

大
学
院
／
附
置
研
究
所

○原則機関帰属への移行の本格化を踏まえ、大学等における知的財産の創出・管理・活用の基盤整備を図るため、平成１５年度より実施（４３件）
○平成１９年度には、国際的な産学官連携の推進体制の整備に着手

○大学における知財に関する総合的な体制を構築
○知的財産ポリシーなど基本的な学内ルールの整備
○発明届出数や特許出願件数の増加
○共同研究・受託研究の件数・研究費の増加
○ライセンス件数・収入の増加
○大学発ベンチャー数の増加 等

829
1 ,3 4 4

4 , 1 5 2

6 , 2 5 5

0

2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

6 ,0 0 0

8 ,0 0 0

1 4年度 15年度 16年度 17年度

外国出願件数

国内出願件数

国立大学等の特許出願件数

0 10 20 30

自主性、自立性のもと自らの判断と責任で

多様で特色ある研究活動を行うように

知的財産権に関する取り決めが明確に

なった

共同研究や委託研究を行いやすくなった

民間ニーズに沿った研究が行われるよう

になった

産学官連携に組織として対応するように

なった

利益相反ポリシーの整備状況○企業から見た国立大学の法人化による主な変化（ベスト５）

10

33

20

23

40

3

0

10

20

30

40

50

16年2月 17年4月 18年3月

未整備

整備済み

○副学長等をトップに据えた全学的・横断的な体制の構築
○知的財産ポリシーなど基本的な学内ルールの策定
○知的財産に関する学内教職員への普及・啓発
○機関帰属・出願の決定などの審査体制の確立
○知財の管理システムの導入 等

○国際的に通用する知財人材の育成・確保
○国際法務機能の強化と紛争予防
○国際産学官連携・情報発信機能の強化
○海外特許の戦略的な取得

主な成果

主な事業内容

共
同
研
究
セ
ン
タ
｜

Ｔ Ｌ Ｏ

研
究
協
力
部
課
等

１９年度予算額 ：2,955百万円
（うち国際的な産学官連携の推進体制整備 785百万円）

１８年度予算額 ：2,585百万円

注）国立大学等とは大学、高等専門学校、大学共同利用機関

１－１．大学知的財産本部整備事業

☆九州大学

○熊本大学

○ 広島大学

○ 山口大学

○ 徳島大学

☆ 京都大学

☆ 大阪大学

○ 神戸大学

☆ 奈良先端科学技術大学院大学

○ 大阪府立大学

☆ 立命館大学

○ 筑波大学

○ 群馬大学・埼玉大学

☆ 東京大学

☆ 東京医科歯科大学

☆ 東京農工大学

☆ 東京工業大学

○ 東京海洋大学

○ 電気通信大学

○ 横浜国立大学

☆ 慶応義塾大学

○ 東海大学ほか２機関

※ 東京理科大学ほか２機関

○ 日本大学

○ 明治大学

※ 早稲田大学

○ 情報・ｼｽﾃﾑ研究機構ほか3機関

※ 北海道大学

○ 岩手大学

☆ 東北大学

中国・四国地区

近畿地区

九州地区

北海道・東北地区

関東地区

中部地区

※ 山梨大学 (※は新潟大と共同提案) 

○ 静岡大学

☆ 名古屋大学

○ 北陸先端科学技術大学院大学

合計４３件

１－２．「大学知的財産本部整備事業」の実施機関 地域別分布図 （19年度）

（注）１．＿（下線）はスーパー産学官連携本部選定機関（６機関（H17～））を示す。
２．☆は国際的な産学官連携の推進体制整備選定機関（12機関（H19））を示す。

※は特色ある国際的な産学官連携の推進機能支援プログラム５件(６機関)を示す。

〈 特色ある知的財産管理・活用機能
支援プログラム対象機関 〉

※ 九州工業大学

〈 特色ある知的財産管理・活用機能
支援プログラム対象機関 〉

○ 金沢大学
※ 新潟大学 ほか４機関(※は新潟大のみ)
○ 信州大学
○ 岐阜大学
○ 名古屋工業大学
○ 豊橋技術科学大学

〈 特色ある知的財産管理・活用機能
支援プログラム対象機関 〉

○首都大学東京

〈 特色ある知的財産管理・活用機能
支援プログラム対象機関 〉

○岡山大学
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２－１．産学官連携活動高度化促進事業

コーディネーターは、大学等の産学官連携
の取組みのステージに応じて活動を実施

事 業 概 要

共同研究の企画、契約、渉外等において、大学等では不足している分野での専門
知識や実務経験を持った人材（産学官連携コーディネーター）を大学等に配置し、
大学等から産業界、地域社会に対し知識の移転、研究成果の社会還元を果たす。

産学官連携
コーディネーター

地域・自治体
産業界

大学・高専

新たな連携の創出・産学官連携の高度化

コーディネーターは個々の産学官連携活動をきめ細かくサポート

産学官連携コーディネーターの主な役割 （ステージ１）
○大学シーズと企業ニーズの把握、発掘
○大学シーズと企業ニーズのマッチング
○大学研究成果の技術移転、事業化に向けたアドバイス

産学官連携コーディネーターの主な役割 （ステージ１）
○大学シーズと企業ニーズの把握、発掘
○大学シーズと企業ニーズのマッチング
○大学研究成果の技術移転、事業化に向けたアドバイス

産学官連携コーディネーターの主な役割 （ステージ２）
○大学内外における産学官連携体制の構築支援
○モデルとなる産学官連携プロジェクトの企画・助言
○教職員への産学官連携意識の醸成

産学官連携コーディネーターの主な役割 （ステージ２）
○大学内外における産学官連携体制の構築支援
○モデルとなる産学官連携プロジェクトの企画・助言
○教職員への産学官連携意識の醸成

産学官連携コーディネーターの主な役割 （ステージ３）
○地域、自治体との連携システムの構築支援
○全国的なネットワークを活用して産業界の幅広いニーズに対応
○シーズ創造の促進、目利きによるシーズから事業化へのつなぎ

産学官連携コーディネーターの主な役割 （ステージ３）
○地域、自治体との連携システムの構築支援
○全国的なネットワークを活用して産業界の幅広いニーズに対応
○シーズ創造の促進、目利きによるシーズから事業化へのつなぎ

新たな市場の創出

（経済的価値）

安全・安心な
社会への貢献

（社会的価値）

イノベーションを結実
させる施策との連携

イノベーションを種から実へ
育て上げる仕組み

イノベーションの源
の潤沢化・種の創
出

イノベーションの源
の潤沢化・種の創
出

革新的技術シーズと
ニーズを結びつける
“場”の形成

革新的技術シーズと
ニーズを結びつける
“場”の形成

優れた研究成果を実用化に切れ目なくつなぐ

支援・助言

イノベーション創出に向けた目利き・制度間つなぎの強化
○「地域の知の拠点再生担当コーディネーター」の重点配置（地域イノ
ベーションの強化）

○イノベーション創出に向けた目利き・制度間つなぎの強化（新規）

大学等において、革新的技術シーズとニーズを結びつける場を形成す
るとともに、優れた研究成果の応用・発展可能性を見極め、実用化に
向けた取組や、制度を越えて研究を発展させるための研究費制度への
応募を促進し、優れた研究成果を切れ目なく実用化につなぎ、イノベー
ション創出や社会への成果還元に資する。

大学等と、地域における企業や地方公共団体等との連携を促進すること
により、地域の特性を生かした地域産業の活性化や大学等を拠点とす
る産学官連携のネットワーク形成を図り、地域の大学等を核とした知識・
人材の創出と地域活力の好循環の形成を促進する。（「地域の知の拠点再
生プログラム（平成１８年２月１５日地域再生本部決定）」の一環）

配 置 重 点 化 の 方 針

大学等に配置するコーディネーター

規模：各大学等に配置：全８１名（平成１９年４月１日現在）
（産学官連携一般担当６０名、地域の知の拠点再生担当１１名、

目利き・制度間つなぎ担当８名、広域担当２名）

２－２．産学官連携コーディネーター配置図（19年度）

関東甲信越地区 １０機関
筑波大学 高エネルギー加速器研究機構
宇都宮大学 小山高専 群馬大学
山梨大学 信州大学 新潟大学
長岡技術科学大学
諏訪東京理科大学

首都圏地区 １１機関
千葉大学 電気通信大学
横浜国立大学 慶応義塾大学
明治大学 早稲田大学
中央大学 横浜市立大学
東京大学 東京農工大学
日本大学

関西地区 １４機関
滋賀医科大学 京都工芸繊維大学
神戸大学 奈良先端科学技術大学院大学
和歌山大学 同志社大学 関西大学
大阪市立大学 大阪産業大学 近畿大学
兵庫県立大学
京都大学 大阪大学 立命館大学

中国四国地区 １０機関
鳥取大学 島根大学 岡山大学
徳島大学 香川大学 愛媛大学
高知大学
四国６高専 （新居浜高専・阿南高専・高松
高専・詫間高専・弓削高専・高知高専）

広島大学
山口大学

北海道東北地区 １３機関
北海道大学 室蘭工業大学
札幌医科大学・小樽商科大学
帯広畜産大学 北見工業大学
弘前大学 会津大学
秋田大学 福島大学
苫小牧高専 岩手大学
山形大学※
東北大学※

九州沖縄地区 ９機関
九州大学 九州工業大学 長崎大学
宮崎大学 鹿児島大学 鹿児島高専
琉球大学
熊本大学・熊本県立大学・熊本電波高専・
八代高専
大分大学

中部地区 １２機関
富山大学 富山県立大学 金沢大学
北陸先端科学技術大学院大学 岐阜大学
静岡大学 豊橋技術科学大学 名古屋工業大学
金沢工業大学 岐阜高専 名古屋大学
三重大学

≪大学等≫

○大学における優れた研究成果の発掘

○企業・地域との共同研究・事業のコーディネート

○地域・自治体との連携システムの構築支援

産学官連携コーディネーター

共同研究の企画、契約、渉外等において、大学等では不足している分野での専門知識や実務経験をもった人材(産学官連携コーディネー
ター)を大学等に配置し、大学等から産業界、地域社会に対し知識の移転、研究成果の社会還元を果たす。

≪産業界、地域・自治体≫
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共同提案

３．産学共同シーズイノベーション化事業

イノベーションの創出を大学等における研究成果から実現していくため、基礎研究に潜在するシーズ候補等を産業

界の視点から見出し、産学が共同してイノベーション創出に向けたシーズとしての可能性を検証するための「顕在化ス

テージ」および顕在化されたシーズを育成し実用性を検証するための「育成ステージ」にて、産学の共同研究開発を実

施する。

大学等の研究者による研究報告会(JST戦略創造研究等)

① 出会いの段階

産業界と研究者との対話、話し合いによる絞り込み

② 対話段階

③ 産学共同FS(フィージビリティスタディ)段階

１．顕在化ステージ１．顕在化ステージ（（800800万円程度）万円程度）

本格的産学共同研究
(2～4年）
(ﾏｯﾁﾝｸﾞﾌｧﾝﾄﾞ形式)

２２..育成ステージ育成ステージ（（5,0005,000万円程度）万円程度）

PO、外部有識者に
よる審査

イノベーションイノベーション
の創出への創出へ

各大学等における研究報告会

大学・企業等における共
同研究

・本事業以外の技術移転関連制度による研究開発
・企業による本格研究

共同提案

共同
提案

概要
大学等に潜在しているシーズの顕在

化から産学官の本格的共同研究ま

で繋ぐことでイノベーションの創出を

目指す

目的

・第３期科学技術基本計画において、本格的な産学官連携への深化が掲げられ、従来型の共同研究等に加え、産学官が研究課題の設定段階から対話を行い、
長期的な視点に立って基礎から応用までを見通した共同研究等に取り組む連携を促進し、絶えざるイノベーション創出を実現していくことが 求められている。

背景

大学と企業が共同してシーズ候補の可能性を検
証するためのＦＳを実施

シーズ顕在化
プロデューサー

・より競争力あるイノベーション創出に向けた産学協働（国際的な基本特許取得や国際標準化への取組）を促進すべく制度改善
・ポテンシャルの高い課題が採択されており、シーズを顕在化させつつ、継続的に育成ステージの採択を行っていく

〔最長1年のシーズ候補の可能性検証期間〕
〔産と学のマッチング形式でＦＳ等の費用を支援〕

大学等
研究機関
（研究者）

共同研究
企業

シーズ育成プロデューサー

独創的シーズの展開

【独創モデル化型（H9～）】
大学等の研究成果に基づく

研究開発型中堅中小企業の有
する新技術コンセプトの実用
化に向けて、試作・可能性試
験等の研究開発を推進

大
学
等
の
研
究
成
果

の
社
会
還
元

大学・公的研究機関等の独創的な研究成果（シーズ）について、研究成果の実用化に向けた展開を図るため、課

題の技術フェーズに応じた研究開発を競争的環境下で実施し、研究成果の社会還元を促進することにより、社会経

済や科学技術の発展、国民生活の向上に寄与することを目的とする。

大学・公的研究機関等

大学発ベンチャーの創出
民間企業への技術移転

【大学発ベンチャー創出
推進型（H11～）】
大学等の研究成果を基に

した起業及び事業展開に必
要な研究開発を推進

【委託開発型（S36～）】
国民経済上重要な新技術

のうち、企業化が著しく困
難な新技術について研究開
発を推進

【権利化試験型
（H12～H17）】
大学等の研究成果（基本

的特許）に係わる周辺特許
の取得などの戦略的な特許
化を図るための研究開発を
推進

概 要

研究成果（独創的シーズ）

ＪＳＴにおいて

総合的に推進

H19年度からは、「革新的ベンチャー活用開発型」を実施

４．独創的シーズ展開事業
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大学等の研究成果について、海外特許出願関連を支援するとともに、目利き人材の育成、

大学見本市の開催等により大学等の技術移転活動を総合的に支援する。さらに大学特許の

権利保護支援機能を加えるとともに、大学等の技術移転活動を一層推進することを通し、優

れた研究成果を実用化に切れ目なくつなぐシステム構築に寄与する。

概要

・海外特許出願支援・海外特許出願支援

出願支援
（出願人：大学・ＴＬＯ等）

出願関連費用支援

J S T 技術移転支援センター

企業等

大学独自の
先行調査!!!

・技術移転目利き人材育成・技術移転目利き人材育成 (人材育成プログラム-研修)

・良いｼｰｽﾞ（・良いｼｰｽﾞ（ee--seedsseeds）をつなぐ知の連携ｼｽﾃﾑ）をつなぐ知の連携ｼｽﾃﾑ（優れた研究成果を実用化に切れ目なく「つなぐ仕組み」の構築）（優れた研究成果を実用化に切れ目なく「つなぐ仕組み」の構築）

研究成果の公開・評価から助言・他制度紹介等を行う、技術移転プランナー（目利き人材）等を中心とした橋渡し

科学研究費
補助金、戦
略的創造研
究推進事業
等にて大学
に蓄積され
た研究成果

JST他制度・
NEDO等の
他府省公募
事業への繋
ぎ

製品化、事業化

調査・選考
(特許主任調査員・外部有識者委員)

特許評価支援・特許相談
（人的支援：特許主任調査員）

・大学・TLO等による
実施先探索
・J-STORE(特許DB)
公開による実施先探
索支援

本事業は各種施策により大学等の知的財産活動の活性化が図

られることを目的とし、大学等の研究成果の技術移転が促進され

ることを狙うものである。

目的

５．技術移転支援センター事業

大学等
（大学・公的研究
機関・ＴＬＯ）

実施（ＪＳＴへ費用返還）

・技術移転総合相談窓口・技術移転総合相談窓口：シーズに対する情報提供や各種技術移転制度等の紹介等によるサポート

・大学見本市の開催・大学見本市の開催：日本最大級である、大学の技術シーズと産業界のニーズとのマッチング機会

・研究成果評価推進・研究成果評価推進：ＪＳＴが公開している特許等について、実用化に向けたフォローを実施

・ライセンス・ライセンス （（開発あっせん・実施許諾））：新技術の開発に取り組む企業を探索しライセンスを実施
・大学・・大学・TLO TLO 連携・ネットワーク化連携・ネットワーク化 ：大学知的財産本部等の意見交換

上記施策と加え新規プログラム創設により、さらに各機関の連携を図り、総じてこれまで以上に大学等の研究成果の社会還元につなげる

・技術評価
・特許性評価

・我が国の国際競争力を強化し、経済社会を活性化していくため、「第３期科学技術基本計画」「知的財産推進計画」等を踏まえ、大学、公的研究機関、ＴＬＯ（以下

「大学等」という。）における知的財産活動の総合的支援が必要である。

・また機関や制度間を連携させることにより、一層効率的な技術移転を進めることが必要である。

背景
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